
  

奄美群島振興開発審議会 

 

主管省及び庶務担当部局課 国土交通省国土政策局特別地域振興

官 

 電話番号 (03)5253-8423 

ホームページ 

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_amami01.html 

根 拠 法 令 奄美群島振興開発特別措置法第 39 条 

設 置年月日 昭和 29 年６月 21 日 

（存置期限 令和 11 年３月 31 日） 

所 掌 事 務  

 １．奄美群島振興開発特別措置法の規定によりその権限に属さ

せられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を

調査審議すること 

２．奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、主務大臣に

対し意見を申し出ること 

分科会等＜分科会＞ なし 

    ＜部 会＞ なし 

委員＜定数＞ 11 人以内（鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び

学識経験者） 

うち常勤 なし 

＜任期＞ ２年 

＜氏名＞  藍場 建志郎（櫻島埠頭株式会社常勤監査役） 

◎石塚 孔信（鹿児島大学法文教育学域法文学系教授） 

伊村 達児（伊村農園代表） 
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海津 ゆりえ（文教大学国際学部教授） 

小池 利佳（株式会社奄美群島環境文化総合研究所

代表取締役） 

齊藤 由里恵（中央大学経済学部准教授） 

塩田 康一（鹿児島県知事） 

高岡 秀規（大島郡町村会会長） 

西 みやび（西みやび事務所代表） 

松里 保廣（鹿児島県議会議長） 

三神 万里子（ジャーナリスト） 

※氏名に旧字体・外字がある場合は常用漢字で表記している。 

諮問・答申事項等  

・奄美群島の振興開発について（R5.7.28） 
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